
JP 2013-16835 A5 2015.1.29

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年1月29日(2015.1.29)
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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月4日(2014.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１層以上の繊維基材層及び２層以上の樹脂層を含み、両面の最外層が樹脂層である積層
体の硬化物からなる絶縁性基板であって、
　前記絶縁性基板に含まれる前記繊維基材層を第一の面側からその反対側の第二の面側に
向かって順にＣｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは繊維基材層の数である。）と
し、
　前記絶縁性基板の全体厚み（Ｂ３）を前記繊維基材層の数（ｎ）で均等に分割し、分割
した各領域の厚み（Ｂ４）をさらに均等に２分割する位置を繊維基材層の基準位置とし、
当該各々の基準位置を第一の面側から順にＡｘ（ｘは１～ｎで表される整数であり、ｎは
繊維基材層の数である。）としたときに、
　前記繊維基材層のうち、少なくとも最も第一の面側に位置する繊維基材層が、対応する
順位の基準位置よりも第一の面側に偏在し、第二の面側に偏在している繊維基材層がない
ことを特徴とする、絶縁性基板。
【請求項２】
　前記繊維基材層のうち、対応する順位の基準位置よりも第一の面側に偏在する繊維基材
層は、
　当該繊維基材層の第一の面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ５）と、
　当該繊維基材層の第二の面側の樹脂充填領域の厚み（Ｂ６）との比（Ｂ５／Ｂ６）が、
０．１＜Ｂ５／Ｂ６＜１．２である、請求項１に記載の絶縁性基板。
【請求項３】
　前記繊維基材層の数が１つ又は２つである、請求項１又は２に記載の絶縁性基板。
【請求項４】
　前記均等に分割された厚みＢ４の各領域内に、それぞれ１つの繊維基材層が存在するこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の絶縁性基板。
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【請求項５】
　前記均等に分割された厚みＢ４の各領域のうち、対応する順位の基準位置よりも第一の
面側に偏在する繊維基材層は、
　当該繊維基材層の第一の面側の界面から当該繊維基材層が属する厚みＢ４の領域の当該
第一の面側の境界までの距離（Ｂ７）と、
　当該繊維基材層の第二の面側の界面から当該繊維基材層が属する厚みＢ４の領域の当該
第二の面側の境界までの距離（Ｂ８）との比（Ｂ７／Ｂ８）が、０．１＜Ｂ７／Ｂ８＜０
．９である、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の絶縁性基板。
【請求項６】
　２層以上の繊維基材層を含み、最も第一の面側に位置する繊維基材層、及び、最も第二
の面側に位置する繊維基材層が、対応する順位の基準位置よりも前記第一の面側に配置さ
れている、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の絶縁性基材。
【請求項７】
　厚みが０．０３ｍｍ以上０．５ｍｍ以下である、請求項１乃至６のいずれか一項に記載
の絶縁性基板。
【請求項８】
　プリプレグ１枚のみ又はプリプレグを２枚以上重ね合わせた積層体の硬化物からなる絶
縁性基板において、
　繊維基材層の第一の面側に第１樹脂層、第二の面側に第２樹脂層が設けられ、前記第１
樹脂層の厚みが前記第２樹脂層の厚みよりも小さい非対称プリプレグを少なくとも１枚含
むことを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の絶縁性基板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明によれば、絶縁性基板が含む繊維基材層のうち、少なくとも最も第一の面側に位
置する繊維基材層が、対応する順位の基準位置よりも第一の面側に偏在し、第二の面側に
偏在している繊維基材層がないことによって、当該絶縁性基板及びこの絶縁性基板を用い
たプリント配線板が、前記繊維基材層が偏在する方向を外側にして反るか又は平坦に成形
され、反りの方向や程度を制御することができる。従って、当該絶縁性基板又は当該プリ
ント配線板に含まれる前記繊維基材層が偏在する方向を、半導体素子が搭載される面とは
反対側を向くように合わせることによって、半導体素子が搭載される前のプリント配線板
が意図的にプラス反り又は平坦の状態に制御され、その結果、当該プリント配線板に半導
体素子を搭載した半導体装置のマイナス反りが軽減され又は完全に防止される。
　また、本発明によれば、半導体装置の反りを制御するために導体回路層の数や回路パタ
ーンなどの回路設計を制約しないため、設計の自由度が高い。
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